
 

第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 
 

１．趣旨 

  本市の総合戦略は、令和３年度に「第５次八潮市総合計画」を見直しする際、総

合戦略と総合計画が密接に関連していることなどを考慮し、総合計画に統合して策

定している。 

  そして現在、本市では、令和４年度から令和７年度を計画期間とする「第２期八

潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、将来の人口減少社会を見据えた

各種事業を推進しているところである。 

一方、国は令和４年１２月に、デジタルの力を活用して地方創生を加速化・深化

させ、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会の実現に向けて、国の総合戦

略を「デジタル田園都市国家構想総合戦略」（令和５年度～令和９年度）に変更し、

令和５年４月にスタートさせた。そのため、第３期八潮市総合戦略においても、国

の総合戦略等を勘案し、策定していく必要がある。 

 

２．第３期総合戦略策定のポイント 

（１）国及び県の総合戦略との整合性 

まち・ひと・しごと創生法において、「市町村は、総合戦略（国・県）を勘案して

当該市町村の区域の実情に応じた総合戦略を定めるよう努めなければならない。」

とされている。 

国は、先述のとおり令和５年度から令和９年度までの５年間を計画期間とする、

新たな総合戦略を策定したところであり、埼玉県については、国の総合戦略を踏ま

えて、県の総合戦略の内容を一部改訂する予定であるため、国・県の新たな総合戦

略の内容を踏まえた上で、本市の総合戦略を定めることが望ましい。 

 

（２）総合計画との一体化 

  総合計画に定める施策の方向性と整合を図りながら、重要課題であるデジタルの

力を活用した地域の課題解決・魅力向上等に取り組むため、総合戦略は総合計画の

基本計画及び実施計画に包含して策定することとし、基本計画には総合戦略の基本

目標及び施策を、実施計画には各種事業を示す。 
 

３．第３期総合戦略策定スケジュール（予定） 
 

令
和
５
年
度 

９月 
令和５年度第２回八潮市まち・ひと・しごと創生本部 

（第３期総合戦略の方向性について審議） 

１０月上旬 
令和５年度第２回八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 

（第３期総合戦略の方向性について審議） 

１０月 
令和５年度第３回八潮市まち・ひと・しごと創生本部 

（第３期総合戦略策定方針（案）について報告） 

１１月 第３期総合戦略策定方針の決定 

～
令
和
７
年
度 

令
和
６
年
度 

第６次総合計画の策定のスケジュールと並行して 

総合戦略策定に向け進めていく。 

 

資料１ 


